
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療費支給事務 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 
ひとり親家庭等の父又は母及び、児童の医療費を給付するために利

用する。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７家族状況、８親族状況、９婚姻歴、１０職業・職歴、１１

収入状況、１２納税状況、１３公的扶助、１４取引状況 

記録範囲 受給者、対象児童、同居する扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部こども家庭課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て支援法関係事務 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 

子ども子育て支援法及び児童福祉法その他関係法令に基づき、小学

校就学前子どもの保護者からの申請等に対し、子どものための教

育・保育給付の支給等、保育所等の利用等、利用者負担金等の徴収

に関する事務を行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７障がい、８家族状況、９親族関係、１０婚姻歴、１１職業・

職歴、１２学業・学歴、１３収入状況、１４公的扶助、１５課税状

況 

記録範囲 対象児童、その他世帯構成員 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部こども家庭課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費給付事業 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療費の給付を適正に行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７家族状況、８親族状況、９婚姻歴、１０収入状況、１１納

税状況、１２公的扶助、１３取引状況 

記録範囲 受給者、対象児童 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部こども家庭課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 児童手当事務 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 

・児童手当受給資格の認定 

・児童手当現況届の処理 

・児童手当支払処理 

・児童手当に関する統計処理 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７家族状況、８親族状況、９婚姻歴、１０職業・職歴、１１

学業・学歴、１２収入状況、１３取引状況 

記録範囲 受給者、配偶者、対象児童 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部こども家庭課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当支給事務 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当法に基づき、支給対象者の要件を審査するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７障がい、８家族状況、９親族状況、１０婚姻歴、１１職業・

職歴、１２学業・学歴、１３収入状況、１４取引状況 

記録範囲 受給者、対象児童、同居する扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部こども家庭課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（母子保健事業） 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子保健事業に係る妊婦健診や乳幼児健診受診記録や訪問記録を

管理するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世帯情報、６異動日・事

由、７個人番号、８国保資格、９課税情報、１０生保受給情報、１

１小学校区、１２母子手帳番号、１３出生連絡票記載内容、１４乳

幼児健診の詳細記録、１５乳幼児健診精密検査の詳細記録、１６乳

幼児相談業務詳細記録、１７健診事後指導詳細記録、１８妊娠届記

載内容、１９妊婦健診受診結果詳細、２０赤ちゃん訪問詳細記録 

記録範囲 妊婦・乳幼児健診を受けた者、相談者、訪問を受けた者 

記録情報の収集方法 
・妊婦・乳幼児健診の健診票、問診票など 

・相談、訪問時の聞き取り 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 弘前大学（乳幼児健診の詳細記録について、委託研究のため） 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 
弘前市健康こども部こども家庭課（こども家庭センター）、弘前市

企画部法務文書課 

所在地 

036-8003 

青森県弘前市大字駅前町9番地20 ヒロロ３階 

036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町1番地1 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 次世代医療基盤法に係る通知リスト 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
次世代医療基盤法に基づき、医療情報提供対象者へ通知し、通知状

況を管理するため。 

記録項目 

1.氏名 2.生年月日(西暦) 3.性別 4.郵便番号 5.住所 6.宛

名番号 7.国保保険者記号 8.国保被保険者番号 9.枝番 10.後

期高齢者被保険者番号 11．介護保険被保険者番号 12.通知不達

フラグ 13. 不達確認日 14. personal₋ID 15.通知日 16.同封

内容 

記録範囲 国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者 

記録情報の収集方法 
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格担当者から既保険者・新

規資格取得者のデータを受領し、収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 一般財団法人 日本医師会医療情報管理機構(J-MIMO) 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
弘前市国民健康保険特定健康診査受診対象者並びに国民健康保険

人間ドック及び国民健康保険脳ドック受診者管理ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 

国保特定健診の受診対象者である個人を特定するために必要な基

本的事項を確認するために利用する。 

国保特定健診の受診状況及び再発行のために必要な情報を管理す

るために利用する。 

国保人間ドック、国保脳ドックを受診する際の、個人を特定するた

めに必要な基本的事項の確認並びに申込内容及び受診結果を管理

するために利用する。 

記録項目 

1被保険者証番号、2被保険者証番号枝番、3宛名番号、4国保特定健

診受診券整理番号、5氏名、6カナ氏名、7生年月日（和暦）、8性別

名、9郵便番号、10住所、11方書、12生年月日（西暦）、13国保特

定健診受診券有効期限日、14年度内後期高齢移行者、15特定保健指

導中の者、16交付年月日、17住民でなくなった事由、18住民でなく

なった日、19住所設定日、20新郵便番号、21新住所、22新方書、23

介護サービス、24住所コード、25健診対象外住所者、26自立支援施

設入所者、27既受診券交付者、28異動事由、29国保資格適用開始日、

30国保適用開始届出日、31課税状況（住民税）、32小学校区コード、

33小学校区名、34委託年月、35健診等機関番号、36健診実施日、37

保険者負担金額（基本的な健診）、38保険者負担金額（詳細な健診）、

39保険者負担金額（その他）、40窓口負担金額（基本的な健診）、

41窓口負担金額（詳細な健診）、42窓口負担金額（その他）、43医

療機関名、44前年度胃がん内視鏡検診受診日、45前年度胃がん内視

鏡検診受診者宛名番号、46前年度乳がん検診受診日、47前年度乳が

ん検診受診者宛名番号、48前年度子宮がん検診受診日、49前年度子

宮がん検診受診者宛名番号、50国保人間ドック申込受付日、51国保

人間ドック受診日、52国保人間ドック申込場所、53国保人間ドック

受診施設、54国保人間ドック受診日年齢、55年度末年齢、56重複受

診状況、57国保人間ドック受診結果、58電話番号、59国保人間ドッ

ク省略項目、60国保人間ドック追加項目、61特定健診受診（支払）

済み状況、62国保人間ドック及び脳ドック重複受診状況、63国保脳

ドック申込受付日、64国保脳ドック受診日、65国保脳ドック受診施

設、66国保脳ドック受診日年齢、67国保脳ドック受診結果、68受診

券再交付年月日、69国保特定健診実施施設名、70健診機関番号、71

健診実施施設郵便番号、72健診実施施設住所、73健診実施施設電話

番号、74国保資格喪失者宛名番号、75実施医療機関からの連絡事項、

76備考 

記録範囲 

国保特定健診の受診対象となる者・国保人間ドック受診者・国保脳

ドック受診者（過去5年分）、国保特定健診請求データ（過去10年

分） 

記録情報の収集方法 

COKAS-R/ADⅡからの抽出、本人又は本人以外の家族からの聞き取

り、青森県国民健康保険団体連合会・弘前市医師会・実施医療機関・

弘前市健康こども部健康増進課、弘前市福祉部障がい福祉課からの

情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 
青森県国民健康保険団体連合会、弘前市医師会、実施医療機関、弘

前市健康こども部健康増進課 

開示請求等を 名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 



受理する組織

の名称及び所

在地 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 弘前市国民健康保険特定健康診査受診勧奨対象者管理ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国保特定健診の受診対象者のうち、未受診の者に対して受診勧奨を

行う際の個人を特定する基本的事項の確認のために利用する。 

記録項目 

1被保険者証番号、2宛名番号、3氏名、4カナ氏名、5性別、6生年月

日（西暦）、7住所町村名、8住所字名、9番地、10方書、11過去3年

間の健診受診歴、12資材セグメント、13携帯電話番号 

記録範囲 該当年度に国保特定健診の受診対象となる者のうち未受診の者 

記録情報の収集方法 
COKAS-R/ADⅡ、KDBシステム（青森県国民健康保険団体連合会）、

マルチマーカーからの抽出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査受診者情報管理フォルダ 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 

特定健康診査受診者の指導対象者管理のため 

 ・特定保健指導 

 ・高血圧重症化予防事業 

 ・糖尿病性腎症重症化予防事業 

 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

の４事業において、①対象者抽出、②対象者管理および管理簿の作

成、③指導状況の記録を行うため利用する 

記録項目 

〇マルチマーカーシステム(下記情報が集約された対象者管理シス

テム ※システムで表示される内容は、設定により上記内から選択

可能) 

・健診情報①(弘前市医師会から提供された健診受診者情報) 

1.キー,2.区分,3.カナ氏名,4.漢字氏名,5.生年月日,6.性別,7.年

齢,8.年度年齢,9.郵便番号 10.住所１ 11.住所２ 12.電話番号 

13.検診実施日 14.健診機関コード 15.健診機関名 16.被保険者証

番号 17.受診券整理番号 18.健診医師名 19.身長 20.体重 21.標

準体重 22.ＢＭＩ 23.腹囲 24.内科所見 25.乳がん所見 26.最大

血圧 27.最小血圧 28.2回目最大血圧 29.2回目最小血圧 30.総コ

レステロール 31.ＨＤＬコレステロール 32.ＬＤＬコレステロー

ル 33.空腹時中性脂肪 34.ＴＴＴ 35.ＺＴＴ 36.総蛋白 37.アル

ブミン 38.総ビリルビン 39.ＧＯＴ 40.ＧＰＴ 41.ＡＬＰ 42.γ

－ＧＴＰ 43.ＬＤＨ 44.アミラーゼ 45.ＨＢｓ抗原 46.ＨＢｓ抗

体 47.Ａ／Ｇ比 48.ＨｂＡ１ｃ 49.空腹時血糖 50.尿糖 51.尿酸 

52.ＴＰＨＡ 53.ヒトヘモグロビン１回目 54.ヒトヘモグロビン２

回目 55.白血球数 56.赤血球数 57.血色素量 58.ヘマトクリット 

59.血小板数 60.ＳＴＡＢ 61.ＳＥＧ 62.ＬＹＭ 63.ＭＯＮＯ 64.

ＥＯＳ 65.ＢＡＳ 66.尿蛋白 67.尿潜血 68.クレアチニン 69.ウ

ロビリノーゲン 70.尿素窒素 71.赤血球 72.白血球 73.扁平上皮 

74.肺活量 75.１秒量 76.１秒率 77.肺解析 78.血沈１Ｈ 79.血沈

２Ｈ 80.ＣＲＰ 81.ＡＳＯ 82.PSA 83.喀痰有無 84.喀痰所見 85.

心電図所見１ 86.心電図所見２ 87.心電図所見３ 88.心電図所見

４ 89.眼底№１ 90.眼底№２ 91.眼底Ｋ．Ｗ 92.眼底Ｈ 93.眼底

Ｓ 94.眼底所見 95.胸部判定 96.胸部Ｘ線所見１ 97.胸部Ｘ線所

見２ 98.胃所見１ 99.胃所見２ 100.胃所見３ 101.胃所見４ 102.

胃部Ｘ線所見１ 103.胃部Ｘ線所見２ 104.胃部Ｘ線所見３ 105.胃

部Ｘ線所見４ 106.腹部所見１ 107.腹部所見２ 108.腹部所見３ 

109.腹部所見４ 110.診察指導区分 111.血圧指導区分 112.脂質指

導区分 113.肝機能指導区分 114.代謝系指導区分 115.梅毒指導区

分 116.大腸がん指導区分 117.血液一般指導区分 118.尿一般指導

区分 119.炎症指導区分 120.肺機能指導区分 121.子宮がん指導区

分 122.喀痰指導区分 123.心電図指導区分 124.眼底指導区分 

125.胸部Ｘ線指導区分 126.胃部Ｘ線指導区分 127.腹部超音波指

導区分 128.肝炎指導区分 129.乳がん指導区分 130.前立腺指導区

分 131.総合指導区分 132.注意事項 133.①高血圧服薬 134.②糖

尿病服薬 135.③脂質異常服薬 136.④既往歴脳卒中 137.⑤既往歴

心臓病 138.⑥既往歴腎臓病 139.⑦既往歴貧血 140.⑧喫煙 

141.⑨20才からの体重増加 142.⑩軽い運動 143.⑪1時間以上の歩

行 144.⑫歩行速度 145.⑬1年間で3kg体重増減(～H29) 146.⑭食

事速度 147.⑮就寝2時間内夕食 148.⑯夜食(～H29) 149.⑰朝食抜

き 150.⑱飲酒 151.⑲飲酒量 152.⑳睡眠 153.21生活習慣改善 



154.22保健指導利用 155.採血時間 156.治療歴 157.家族歴 158.

自覚症状有無 159.他覚症状有無 160.喫煙 161.1ヶ月喫煙 162.喫

煙期間開始 163.喫煙期間終了 164.喫煙年数 165.喫煙係数 166.

腹囲メタボ判定 167.血糖メタボ判定 168.脂質メタボ判定 169.血

圧メタボ判定 170.メタボリック判定 171.保健指導レベル 172.受

診番号 173.ｎｏｎ－ＨＤＬ 174.随時血糖 175.ｅ－ＧＦＲ 

176.⑬咀嚼 177.⑯夜食間食 178.尿Ｎａ 179.尿Ｋ 180.尿ＣＲＥ 

181.Ｎａ推定量 182.Ｋ推定量 183.喫煙、184.飲酒頻度 185.飲

酒量 186.保健指導受診 187.随時中性脂肪 

・健診情報②(青森県国保連合会から提供された健診受診者情報) 

・被保険者情報・医療情報(KDB被保険者情報参照) 

〇特定保健指導 対象者記録個人ファイル 

188.氏名 189.生年月日 190.年齢 191.性別 192.地区名 193.住所 

194.電話番号 195.担当者名 196.職種 197.初回支援実施年月日

198.初回支援種類 199.初回支援時間 200.初回支援場所 201.継続

支援実施年月日 202.継続支援種類 203.継続支援時間 204.継続支

援場所 205.継続支援ポイント 206.中間評価(栄養) 207.中間評価

(運動) 208.中間評価(喫煙、休養、その他) 209.最終支援種類 210.

最終支援時間 211.最終支援場所 212.最終支援ポイント 213.最終

評価(栄養) 214.最終評価(運動) 215.最終評価(喫煙、休養、その

他) 216.初回支援時体重 217.初回支援時腹囲218.初回支援時BMI 

219.初回支援時収縮期血圧 220.初回支援時拡張期血圧 221.中間

支援時実施日 222.中間支援時体重 223.中間支援時腹囲 224.中間

支援時BMI 225.中間支援時収縮期血圧 226.中間支援時拡張期血圧 

227.最終支援時実施日 228.最終支援時体重 229.最終支援時腹囲 

230.最終支援時BMI 231.最終支援時収縮期血圧 232.最終支援時拡

張期血圧 233.中断日 234.中断事由 235.中断状況 236.目標 

237.既往歴 238.服薬・治療歴239.家族形態食事作る人 240.遺伝・

家族歴 241.職業 242.20歳の体重 243.喫煙の有無 244.飲酒の有

無 245.初回支援時の情報 246.指導時の情報 247.精密検査 

〇ラボツール(マルチマーカーシステムに集約された情報を対象者

抽出、分析を行うために用いるシステム) 

248.個人コード（個人番号） 249.名前 250.年齢 251.性別 252.身

長 253.体重 254.収縮期血圧 255.拡張期血圧 256.AST(GOT) 

257.ALT(GPT) 258.γ-GT(γ-GTP) 259.LDL 260.HDL 261.中性脂肪 

262.空腹時血糖 263.随時血糖 264.受診日 265.HbA1c/NGSP 266.

腹囲 267.BMI 268.尿酸 269.クレアチニン 270.タバコ 271.治療

中1 272.治療中2 273.治療中3 274.被保険者証記号 275.被保険者

証番号 276.心電図所見の有無 277.具体的な所見 278.心電図詳細

健診 279.5-5ﾌﾛｰ 280.Mets_判定 281.Mets_ﾘｽｸ 282.eGFR 283.3疾

患の有無284.血圧判定 285.尿蛋白判定 286.尿潜血判定 287.尿糖

判定 288.備考1 289.備考2 290.備考3 291.備考4 292.備考5 

293.Ht 294.Hb 295.総コレ 296.non-HDL 297.採血時間 298.尿中

アルブミン定量 299.眼底検査KW 300.眼底検査シェイエH 301.眼

底検査シェイエS 302.眼底検査Wong-Mitchell 303.眼底検査Davis 

304.支援相当該当区分 305.重症化予防対象者 306.生年月日 307.

既往1（脳） 308.既往2（心） 309.既往3（腎） 310.貧血 311.20

歳体重 312.30分以上の運動 313.身体活動 314.歩行速度 315.1年

間の体重 316.咀嚼 317.食1（早食い） 318.食2（寝前） 319.食

3(夜 / 間食) 320.食3(間食) 321.食習慣 322.飲酒 323.飲酒量 

324.睡眠 325.郵便番号 326.住所 327.（血圧）保険者再確認 

328.（血糖）保険者再確認 329.（脂質）保険者再確認 

記録範囲 

１．特定健康診査を受診した者 

 ・KDBシステム：過去10年分 

 ・マルチマーカー：2009年から 

 ・ラボツール：2009年から 

２．特定保健指導の対象者となった者 

 ・ラボツール：2009年から 

 ・対象者記録個人ファイル：2009年から 



記録情報の収集方法 

１．健診情報 

 ①弘前市医師会から毎月健診受診者情報の提供があり、マルチ

マーカーシステムに登録・集約を行う。 

 ②青森県国保連合会から毎月健診受診者情報の提供があり、マル

チマーカーシステムに登録・集約を行う。 

２．被保険者情報、医療情報 

 KDBシステムにから、被保険者加入状況およびその医療情報を抽

出し、マルチマーカーシステムに登録・集約を行う。 

３．指導記録 

 指導対象者への指導記録を参考に、指導情報をマルチマーカーシ

ステムに記録する。 

４．マルチマーカーにより集約された情報を健診受診者の管理・分

析のた 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 健康増進課(ラボツールによる健診受診者情報の共有) 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 重複・頻回訪問対象者情報管理ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療費適正化のため、対象者に対して看護師等が保健指導を実施す

る。 

記録項目 

〇国保連合会総合システム 

・対象者一覧情報(HOKN441) 

 1.№、2.被保険者番号、3.氏名、4.性別、5.生年月日、6.受診医

療機関、7.診療科、8.受診日、9.外来・入院、10.受診回数 

〇重複・頻回訪問対象者ファイル 

 ※上記ファイルと同様の内容 

記録範囲 
弘前市民で当該年度に４０～７５歳未満の国民健康保険加入者被

保険者のうち、対象者一覧情報より選出・抽出された者 

記録情報の収集方法 

１．受診者情報 

 国保総合システムから、対象者データをダウンロードする。 

２．対象者抽出 

 上記データを特定の基幹系PCに移動し、重複している対象者デー

タを削除し、対象者を抽出・確定する。 

３．指導記録 

 対象者ファイルを印刷し、訪問指導を記録する。記録を参考に、

年度末報告等を作成する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格管理ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険加入者（被保険者）及び加入世帯の世帯主に係る保険

変更の事務に対応するため。 

記録項目 
1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所、6職業、7学

業、8家族状況、9収入状況、10公的扶助 

記録範囲 国民健康保険加入者及び国民健康保険加入世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
国保異動に伴う世帯主又はその家族から国保異動届の提出をもっ

て収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料賦課ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険加入者の年齢、収入から保険料を算定、賦課するため。 

記録項目 
1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所、6家族状況、

7親族関係、8収入状況 

記録範囲 国民健康保険加入者及び国民健康保険加入世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
国保異動に伴う世帯主又はその家族からの国保異動届出により取

得・喪失・変更となる保険料を算定し収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料過年度賦課ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険加入者の年齢、収入から保険料を算定、賦課するため。 

記録項目 
1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所、6家族状況、

7親族関係、8収入状況 

記録範囲 国民健康保険加入者 

記録情報の収集方法 
遡及して資格取得・喪失した国民健康保険加入者に係る過年度所得

修更正による保険料を算定・賦課情報を収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料賦課状況調 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
当該年度の国民健康保険加入者の資格、所得情報について、統計調

査に利用するため。 

記録項目 
1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所、6職業、7収

入状況 

記録範囲 国民健康保険加入者 

記録情報の収集方法 国民健康保険料の賦課状況を確認し収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料基盤安定負担金交付申請ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
当該年度の国民健康保険料基盤安定負担金交付申請のために必要

な所得情報等を用いて、国及び県に申請書類を提出するため。 

記録項目 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所、6収入状況 

記録範囲 国民健康保険加入者 

記録情報の収集方法 国民健康保険料の賦課状況を確認し収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国保給付管理情報 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険での診療による療養費の保険者負担の支払及び被保

険者自己負担に係る支給事務のため。 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６家族

状況、７課税区分、８公的扶助、９支給状況、１０口座情報 

記録範囲 支給申請をした者 

記録情報の収集方法 保険医療機関から国保連合会へ提出された情報を取得する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 

・国・市以外の地方公共団体 

・独立行政法人等、地方独立行政法人 

・保険医療機関 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 給付記録検索ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国保給付業務の各種申請書類作成や支給審査に利用するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５診療年月、６医療機

関名、７総医療費、８保険者負担額、９高額療養費、１０公費負担

額、１１食事療養費 

記録範囲 保険医療機関及び受診者 

記録情報の収集方法 保険医療機関から国保連合会へ提出された情報を取得する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 認定証発行簿 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 限度額適用認定証の発行状況を管理するため。 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６家族状況、

７課税区分 

記録範囲 限度額適用等認定申請書により申請した者 

記録情報の収集方法 住基情報、課税情報を利用 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 レセプト・給付記録管理情報 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
レセプト点検により保険診療の適正な診療報酬請求を実現し、医療

費の適正化を図る。 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６電話

番号、７健康・病歴、８家族状況、９課税区分、１０公的扶助 

記録範囲 保険医療機関及び受診者 

記録情報の収集方法 保険医療機関から国保連合会へ提出された情報を取得。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 

・国・市以外の地方公共団体 

・独立行政法人等、地方独立行政法人 

・保険医療機関 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 

保険者である青森県後期高齢者医療広域連合が行う、法律及び広域

連合の条例に基づく被保険者に対する保険料の賦課に必要な情報

を利用する。 

記録項目 

１被保険者番号、２宛名番号、３世帯番号、４賦課年度、５徴収区

分、６更正事由、７保険料額、８減免額、９郵便番号、１０宛先住

所、１１宛先名 

記録範囲 被保険者及び同一世帯に属する者 

記録情報の収集方法 

後期高齢者医療システム（保険料の徴収に係るシステム）、青森県

後期高齢者医療広域連合電算処理システム（その他の事務に係るシ

ステム）から抽出する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 青森県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者健康診査関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療被保険者の健康増進を図るために実施する健康診

査事業の対象者に対し受診券の発送業務のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２被保険者番号、３受診券番号、４宛名番号、５生年月日、

６住所 

記録範囲 発送基準日時点での年齢到達予定者等の受診券送付者 

記録情報の収集方法 
住民情報システムの後期高齢者医療資格台帳から年度内年齢到達

予定者を収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 青森県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者健康診査請求関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療被保険者の健康増進を図るために実施する健康診

査事業の受託者へ委託料の支払い業務の確認のために利用する。 

記録項目 
１受診券番号、２被保険者番号、３受診者氏名、４生年月日、５健

診機関名、６受診年月日、７負担金内訳 

記録範囲 後期高齢者健康診査を受診した者 

記録情報の収集方法 
受託者である青森県国民健康保険団体連合会からの請求内訳より

収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者歯科健康診査関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 

後期高齢者医療被保険者の健康増進を図るために実施する歯科健

康診査事業の受託者へ委託料の支払い業務の確認のために利用す

る。 

記録項目 
１受診券番号、２被保険者番号、３受診者氏名、４生年月日、５健

診機関名、６受診年月日、７所見 

記録範囲 後期高齢者歯科健康診査を受診した者 

記録情報の収集方法 
受託者である一般社団法人弘前歯科医師会からの請求内訳より収

集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療被保険者証発送関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療制度への加入者（資格取得時及び有効期限更新時）

へ被保険者証を送付するために利用する。 

記録項目 
１被保険者番号、２宛名番号、３世帯番号、４氏名、５住所、６性

別、７生年月日、８資格取得年月日、９負担割合 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者となる者 

記録情報の収集方法 

後期高齢者医療システム（保険料の徴収に係るシステム）、青森県

後期高齢者医療広域連合電算処理システム（その他の事務に係るシ

ステム）から抽出する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 青森県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料過誤納金関係綴 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者医療保険料過誤納金について、納付義務者または相続人

へ還付する業務のために利用する。 

記録項目 

１調定年度、２賦課年度、３氏名、４生年月日、５宛名番号、６期

別、７異動事由、８加算金額、９還付金額、１０住所、１１口座情

報、１２性別 

記録範囲 
後期高齢者医療保険料過誤納金が発生した被保険者及び過誤納金

を受領する者 

記録情報の収集方法 住民情報システムの後期高齢者医療還付・充当台帳から抽出する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

☑有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民年金関連情報ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金に関する事務を行うため。 

記録項目 

1基礎年金番号、2年金管理番号、3カナ氏名、4氏名、5生年月日、6

性別、7住所、8行政区、9宛名番号、10世帯番号、11世帯識別、12

個人番号、13資格状態、14住記、15状態、16異動年月日、17届出年

月日、18異動事由、19届書名、20電話番号、21年齢、22通称、23国

籍・地域、24種別、25取得年月日、26変更年月日、27喪失年月日、

28満了予定日、29再交付申請年月日、30保険料区分、31法定免除、

32納付申出、33産免該当年月日、34単胎・多胎の別、35再交付申請

理由、36法免期間、37産免期間、38付加期間、39不在期間、40資格

月数、41免除月数、42受付年月日、43届出人氏名、44受付内容、45

配偶者宛名番号、46配偶者氏名、47配偶者加入制度、48配偶者基礎

年金番号、49手帳作成区分、50他年金記号番号、51取消記号番号、

52納付書関連、53備考、54連絡、55分類、56異動事由コード、57説

明、58届書コード、59進達区分、60申請年度、61申請年月日、62申

請番号、63申請区分、64申請状態、65受付区分、66申請期間、67処

理年月日、68発行区分、69継続区分、70翌年全免、71免除等区分、

72審査順序、73世帯主宛名番号、74世帯主氏名、75特例区分、76承

認年度、77承認結果、78承認開始、79承認終了、80承認期間、81申

告区分、82政令で定める額、83地方税法上の障害者・寡婦・ひとり

親、84控除対象配偶者および扶養親族数、85老人控除対象配偶者及

び老人数、86特定扶養親族および扶養親族数、87前年の所得額、88

純損失及び雑損失、89雑損控除、90医療費控除、91社会保険料控除、

92小規模企業共済等掛金控除、93配偶者特別控除、94地税法附則所

得額控除、95障害者の合計数、96特別障害者の合計数、97寡婦、98

ひとり親、99勤労学生、100控除の合計額、101控除後の所得額、102

警告区分、103申請日、104適用開始日、105適用終了日、106業務、

107対象、108対象者・台帳キー、109表題、110有効期間、111登録

者、112登録日、113受給区分、114受給種別、115証書番号、116福

祉年金管理番号 

記録範囲 国民年金の加入者 

記録情報の収集方法 
各種届出書、日本年金機構からの提供、市民課・市民税課データベー

ス 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 



電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 国民年金給付関係受付簿 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金の給付に関する請求書、届書等の受付処理のため。 

記録項目 

1整理番号、2基礎年金番号、3氏名、4生年月日、5異動日、6請求者・

代理人氏名、7続柄、8届出書種類、9受付処理年月日、10進達日、

11法定受託事務、12備考 

記録範囲 請求者及び届出者 

記録情報の収集方法 各種届出書、日本年金機構からの提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市健康こども部国保年金課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（予防接種事業、成人保健事業） 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民の健康増進事業に係る予防接種記録や各種健（検）診の受診記

録等を管理するため。 

記録項目 

〇共通項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世帯情報、６異動日・事

由、７個人番号、８国保資格、９課税情報、１０生保受給情報、１

１小学校区 

〇予防接種事業 

１接種日、２接種したワクチン名、３ワクチンのロット番号、４接

種回数、５実施医療機関 

〇成人保健事業 

１健康診査受診日、２胃がん検診詳細記録、３肺がん・結核検診詳

細記録、４大腸がん検診詳細記録、５子宮頸がん検診詳細記録、６

乳がん検診詳細記録、７前立腺がん検診詳細記録、８骨密度検診詳

細記録、９肝炎ウイルス検診詳細記録、10生活保護受給者健診詳細

記録、11胃がんリスク検診詳細記録、12成人歯科健診詳細記録、13

健康相談詳細記録 

記録範囲 
弘前市民、予防接種を受けた者、健康診査を受けた者、相談者、訪

問を受けた者 

記録情報の収集方法 

・予防接種を実施した医療機関から送付される予診票をシステム

に入力する。 

・健康診査実施機関から送付される健康診断結果をシステムに入

力する。 

・相談、訪問時聞き取りにより収集。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 ①弘前市健康こども部健康増進課、②弘前市企画部法務文書課 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ワクチン接種記録システム（VRS） 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種者の記録のため利用する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４マイナンバー、５接種回数、６個

別宛名番号、７接種履歴登録日時、８接種日、９接種券番号、１０

接種自治体コード、１１接種会場名、１２接種医師名、１３ワクチ

ンメーカー、１４ロット番号、１５市町村コード、１６転出死亡フ

ラグ 

記録範囲 予防接種を受けた者（過去４年分） 

記録情報の収集方法 予防接種を受けた者からの予診票の提出をもって収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 
別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、詳しくは、健康

こども部健康増進課（連絡先0172-37-3750）にお問合せください。 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

□電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

□無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 オーダリングシステム 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部地域医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
情報公開制度におけるカルテの開示請求（開示の申出）に係る事務

のために利用する。 

記録項目 
1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 電話番号、6 来院履歴、

7 診療情報、8 処方情報、9 検査結果、10 病歴情報 

記録範囲 閉院前に弘前市立病院を受診した者 

記録情報の収集方法 
弘前市立病院（令和4年3月31日閉院）で医療の提供を受けようとす

る者から診療申込書の提出及び診療録の記載をもって収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 ①弘前市健康こども部地域医療課、②弘前市企画部法務文書課 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 医事会計システム 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部地域医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
情報公開制度におけるカルテの開示請求（開示の申出）に係る事務

及び会計事務のために利用する。 

記録項目 
1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 電話番号、6 保険情報、

7 レセプト情報、8 来院履歴、9 会計履歴 

記録範囲 閉院前に弘前市立病院を受診した者 

記録情報の収集方法 
弘前市立病院（令和4年3月31日閉院）で医療の提供を受けようとす

る者から診療申込書の提出をもって収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 ①弘前市健康こども部地域医療課、②弘前市企画部法務文書課 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 参照用オーダリングシステム 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部地域医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供に係る事務のた

めに利用する。 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 電話番号、6 来院履歴、

7 診療情報、8 処方情報、9 検査結果、10 病歴情報、11 透視撮影

画像情報 

記録範囲 閉院前に弘前市立病院を受診した者 

記録情報の収集方法 
弘前市立病院（令和4年3月31日閉院）で医療の提供を受けようとす

る者から診療申込書の提出及び診療録の記載をもって収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む。 

記録情報の経常的提供先 独立行政法人国立病院機構 弘前総合医療センター 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 ①弘前市健康こども部地域医療課、②弘前市企画部法務文書課 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考 参照可能な患者情報は、本人の同意を得たものに限定される。 

 



個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康こども部地域医療課 

個人情報ファイルの利用目的 特別定額給付金の支給 

記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 住所、5 電話番号、6 口座情報、

7 給付に係る特殊事情 

記録範囲 給付対象者 

記録情報の収集方法 
特別定額給付金の受給権者からの特別定額給付金申請書の提出を

もって収集する。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 ①弘前市健康こども部地域医療課、②弘前市企画部法務文書課 

所在地 

①〒036-8045 

 青森県弘前市大字野田二丁目７番地１ 

②〒036-8551 

 青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 

備考  

 


